
資料１

適応策に係る最近の動向等
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環境省資料抜粋
第1回地球温暖化に関する九州
カンファレンス(H29.8.4）
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【真夏日増加・冬日減少】
・2100年頃に真夏日が約2.4倍
(+40日)、冬日が半分(-20日)に

地球温暖化により起こりうる気候変動と影響
【年平均気温の上昇】

・2100年頃に最大で
4.2～5.0℃上昇

【大雨事象の増加】 など
・2100年頃に時間降水量50mm以上

発生回数が年間約0.3回増加

影響へ
の適応

適応策の例（イメージ）
【暑熱対策】
・熱中症予防対策、ヒートア

イランド対策の推進など

【農林水産業の対策】
・育成方法の指導や優良

品種への転換など

【水害・防災対策】 など
・施設整備、防災対策

の推進など

農作物の生育障
害の増加など

熱中症搬送者数の
増加など

水害の発生リスク
増加など

【影響の例】 【影響の例】 【影響の例】

適応策のイメージ

予測の出典：
気温の上昇：Ｓ８温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究2014報告書
真夏日増加・冬日減少：「気候変化レポート2015」（H28.3 東京管区気象台）
豪雨増加：「日本における気候変動による影響に関する評価報告書」(H27.3)
なお、予測条件は出典によりそれぞれ異なっている

既に行っている施策が適応効果を持つものが多い

適応策に係る日本の動向

年 事項

2015(H27)年3月 中央環境審議会意見具申「日本における気候変動による影響の評価に関する報告
と今後の課題について（気候変動影響評価報告書）」取りまとめ

2015(H27)年5月 地球温暖化対策推進法改正の附帯決議
「適応計画の早期の法定計画化を図ること」

2015(H27)年11月 「気候変動の影響への適応計画」閣議決定

2016(H28)年8月 「地方自治体における気候変動適応計画策定ガイドライン」（環境省）公表

2017(H29)年6月 （新聞報道）適応計画の法制化を検討

日本では比較的最近の動き

年 各国の適応計画
2007(H19) オランダ「国家気候適応・空間計画プログラム」
2010(H22) ドイツ「国家気候変動適応戦略実行計画」
2011(H23) 韓国「国家気候変動適応マスタープラン」
2013(H25) 米国「世界規模の気候変動の合衆国における影響」
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適応策に係る都道府県の動向

都道府県では、埼玉県が2015(H27)年度、神奈川県、徳島県が2016(H28)年度に策定。
各分野の施策の適応策が記載されたものは2017(H29)年9月現在で11県確認している。

年 事項

2015(H27)年度 環境省が地方自治体の影響評価又は適応計画策定のためのモデル事業実施
（福島県、埼玉県、神奈川県、兵庫県、愛媛県、熊本県、長崎県）

2015(H27)年11月
「気候変動の影響への適応計画」閣議決定

第３章 地域での適応の推進に関する基盤的施策
地方公共団体における適応の取組を促進するため、（中略）適応計画

の策定を支援するモデル事業を行う。
また、モデル事業を通じて得られた知見をもとに（中略）ガイドライ

ンを策定し、ほかの地方公共団体への展開を図る。

2016(H28)年3月 （埼玉県）地球温暖化への適応に向けて～取組の方向性～ 策定

2016(H28)年8月 「地方自治体における気候変動適応計画策定ガイドライン」（環境省）公表

2016(H28)年10月 （神奈川県）神奈川県地球温暖化対策計画 改訂（第3章に適応策を追加）

2016(H28)年11月 （徳島県）気候変動適応戦略 策定
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適応策の性質・特徴

○2050年、2100年といった長期の影響への対応が必要

○現状では地域（都道府県)レベルの影響予測があまり多くない

○影響の予測に幅があったり確信度が低いものも多く、不確実性が
あることを前提とした柔軟な対応が必要

○各分野の既存施策を、気候変動の影響を考慮したものに変えてい
くことが重要

○適応計画をどのように評価するべきかについては国でも研究段階
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千葉県の気候変動影響と適応の取組方針

○今後避けられない気候変動の影響に対し、千葉県地球温暖化
対策実行計画に基づき適応を進めるための県施策の取組方針

○現時点で行うべき施策を具体的に検討し記載するとともに、
現在は特段の対応が必要ない分野の施策についても、気候変動
による影響への考え方を整理することで、将来の影響に備える

○千葉県における気候変動の影響や予測を整理し情報提供することで、
県民や事業者も適応策に取り組むことができるようにする

○今後、見込まれている適応計画の法制化の内容や各分野の進捗
を踏まえ、千葉県地球温暖化対策実行計画の改訂時に同計画に統
合する予定

取組方針策定の位置づけ・狙い
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国の「気候変動の影響への適応計画」概要 環境省資料抜粋「第1回地球温
暖化に関する九州カンファレン
ス」(H29.8.4）から作成
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（国の計画概要）気候変動影響評価結果の概要 環境省資料「第1回地球温暖
化に関する九州カンファレン
ス」(H29.8.4）から抜粋

日本における影響につ
いて、7分野56項目に
わたり「エキスパート
ジャッジ」により
「重大性」「緊急性」
「確信度」を評価
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（国の計画概要）気候変動の影響と各分野の施策例 環境省資料「第1回地球温暖化
に関する九州カンファレンス」
(H29.8.4）から作成

分野 予測される気候変動の影響 適応の基本的な施策

農業、
森林・
林業、
水産業

農業 一等米比率の低下 高温耐性品種の開発・普及、肥培管理・水管理等の徹底
りんご等の着色不良、栽培適地の北
上

優良着色系品種への転換、高温条件に適応する育種素材の開発、
栽培管理技術等の開発・普及

病害虫の発生増加や分布域の拡大 病害虫の発生状況等の調査、適時適切な病害虫防除、輸入検疫・
国内検疫の実施

森林・
林業

山地災害の発生頻度の増加、激甚化 山地災害が発生する危険性の高い地区の的確な把握、土石流や流
木の発生を想定した治山施設や森林の整備

水産業 マイワシ等の分布回遊範囲の変化
（北方への移動等）

漁場予測の高精度化、リアルタイムモニタリング情報の提供

水環
境・水
資源

水環境 水質の悪化 工場・事業場排水対策、生活排水対策

水資源 無効水日数の増加や積雪量の減少に
よる渇水の増加

既存施設の徹底活用、雨水・再生水の利用、渇水被害軽減のため
の渇水対応タイムライン（時系列の行動計画）の作成の促進等の
関係者連携の体制整備

自然生
態系

各種生
態系

ニホンジカの生息域の拡大、造礁サ
ンゴの生育適域の減少

気候変動に伴い新たに分布した植物の刈り払い等による国立公園
等の管理
気候変動に生物が順応して移動分散するための生態系ネットワー
クの形成
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（国の計画概要）気候変動の影響と各分野の施策例 環境省資料「第1回地球温暖化
に関する九州カンファレンス」
(H29.8.4）から作成

分野 予測される気候変動の影響 適応の基本的な施策

自然災
害・沿
岸域

水害
大雨や短時間強雨の発生頻度の増加
と大雨による降水量の増大に伴う水
害の頻発化・激甚化

○比較的発生頻度の高い外力に対する防災対策
・施設の着実な整備・災害リスク評価を踏まえた施設整備・でき
るだけ手戻りない施設の設計等
○施設の能力を上回る外力に対する減災対策
①施設の運用、構造、整備手順等の工夫（・既存施設の機能を最
大限活用する運用等）
②まちづくり・地域づくりとの連携（・まちづくり・地域づくり
と連携した浸水軽減対策・災害リスク情報のきめ細かい提示・共
有等）
③避難、応急活動、事業継続等のための備え（・タイムライン策
定等による壊滅的被害の回避等）

高潮・
高波

海面上昇や強い台風の増加等による
浸水被害の拡大、海岸侵食の増加

海象のモニタリング及び同結果の評価、港湾・海岸における粘り
強い構造物の整備の推進、港湾のハザードマップ作成支援、順応
的な対応を可能とする技術の開発、海岸侵食への対応の強化

土砂災
害

土砂災害の発生頻度の増加や計画規
模を超える土砂移動現象の増加

人命を守る効果の高い箇所における施設整備、土砂災害警戒区域
等の基礎調査及び指定の促進、大規模土砂災害発生時の緊急調査
の実施

健康
暑熱 夏季の熱波が増加、熱中症搬送者数

の倍増
気象情報の提供や注意喚起、予防・対処法の普及啓発、発生状況
等の情報提供

感染症 感染症を媒介する節足動物の分布域
の拡大

感染症の媒介蚊の幼虫の発生源の対策及び成虫の駆除、注意喚起11

（国の計画概要）気候変動の影響と各分野の施策例 環境省資料「第1回地球温暖化
に関する九州カンファレンス」
(H29.8.4）から作成

分野 予測される気候変動の影響 適応の基本的な施策

産業・
経済活
動

金融・
保険 保険損害の増加

損害保険協会等における取組等を注視

国民生
活・都
市生活

インフラ・
ライフライ
ン

短時間強雨や渇水頻度の増加等によ
るインフラ・ライフラインへの影響

地下駅等の浸水対策、港湾の事業継続計画(港湾BCP)の策定、水道
施設・廃棄物処理施設の強靱化

ヒートアイ
ランド 都市域でのより大幅な気温の上昇 緑化や水の活用による地表被覆の改善、人工排熱の低減、都市形態

の改善
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